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〇はじめに
メガバンクの一角を占める株式会

社三井住友銀行（以下 SMBC：敬称
略）が、ネイチャーポジティブ・脱
炭素社会の実現、環境教育の実施、
森林業の活性化などを目指す取り組
みの一環として、令和６年５月、伊
勢原市日向地区の森林約 220 ヘク
タールを取得しました。

同年 11 月には、日向地区の豊か
な自然環境や観光資源を活かした地
域活性化、森林の持つ多面的機能の
増進及び普及啓発を図ることを目的
とし、SMBC と伊勢原市長の間で、

『「SMBC の森」取得に伴う伊勢原市
と株式会社三井住友銀行との日向地
区の活用に係る基本協定』が締結さ
れました。

メガバンクもしくは金融業界とし
ては、恐らく日本で初となる森林を
活用した「SMBC の森」における取
組について、４つのテーマを軸に紹
介させていただきます。

〇生物多様性の保全
　2030 年までに陸と海の 30% の
保全を目指す環境省主導の「生物多
様性のための 30by30 アライアン

ス」に加盟し、令和６年９月に自然
共生サイトの認定を取得されまし
た。今後は植生保護柵などの設置を
検討し、生物多様性の保全・回復に
取り組まれます。
〇森林由来の J- クレジットの創出

森林経営計画に基づいた間伐・植
林等、適切な森林管理を通じて、樹
木の成長を促し、吸収する二酸化炭
素吸収量をクレジット化し、自社の
カーボン・オフセット等に利用する
ための手続きが現在進められていま
す。
〇伊勢原自然塾
　エリア内の一部を活用して、富良
野自然塾の監修による環境教育サイ
ト「伊勢原自然塾」を設置されまし
た。その中には 4 つの教育プログ
ラムが用意されています。

１つ目は、直径１m の石の模型
を使って地球内部や表面の構造、地
球と太陽の関係などを見ていく「石

の地球」です。SMBC の森の入口付
近に配置されています。

２つ目は、地球 46 億年の歴史を
460m の距離に置き換えた道をイン
ストラクターの解説と共に歩く「地
球の道」です。地球の環境が人類誕
生後のほんのわずかな時間によって
大きく変わっていることを実感し、
未来のために何ができるか共に考え
るための教育プログラムです。

３つ目は、目隠しをして裸足にな
り、芝生や砂利、落ち葉、丸太など
の道を歩く「裸足の道」です。草の

森のニュース１
「SMBC の森」について
～伊勢原市日向地区における自然再生の取り組み～

神奈川県湘南地域県政総合センター神奈川県湘南地域県政総合センター

SMBC の森入口

森林の様子

石の地球
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温もり、森の匂い、鳥や虫の声な
ど、視覚以外の感覚で地球を感じ
るための教育プログラムです。

4 つ目は、私達が生きていくの
に欠かせない酸素と水を提供して
くれているのは木の葉っぱである
ことをインストラクターから学ぶ

「緑の教室」です。
令和６年 11 月には、近隣の高

部屋小学校５年生児童約 60 名を
招待して、開所イベントが開催さ
れました。令和７年７月にはグ
ループ各社有志が環境教育プログ
ラムを体験され、今年度は小学校
２校を招いた環境教育プログラム
や、グループ会社の家族イベント
等も予定されています。
〇森林業の活性化
　伊勢原市産の木材や間伐材を、
自社建築物の材料や備品、バイオ
エネルギー等で幅広く活用するこ
とで、国産材の認知度を高める等、
森林業の活性化にも取り組まれて
います。
　既に SMBC が本年 3 月、東京
都板橋区にオープンした子ども施
設「アトリエ・バンライ」の本棚
や、本部オフィスのテーブル、ノ
ベルティ、グループ会社の新築ビ
ルの内装材等に間伐材を利用され
ています。
〇その他の取り組み
　令和７年には、「SMBC の森」

のある日向地区で、耕作放棄地を
活用した稲作体験にも取り組まれ
ました。収穫した米の一部は日本
酒の原材料の一部として活用され
る予定です。
　また、ニホンジカの食害対策と
して、伊勢原市で捕獲されたシ
カを活用した鹿肉カレーが SMBC
本部ビルの食堂で提供されていま
す。令和６年５月からの取り組み
で、３か月に１度くらいのペース
で実施されています。
〇おわりに
　以上、「SMBC の森」に関する
取り組みについて、簡単に紹介さ
せていただきました。担当者の

方々は、今後も今以上に取り組み
の幅を広げていきたい、スキーム
が確立できたら全国的にも広げて
いきたいといった、熱い想いを持
ちながら取り組まれています。こ
のような大きな企業が森林に関心
を持って取り組んでいただけるこ
とは、地域や森林にとって、非常
に有益なことと思います。今後も
取り組みが発展していくことを
願っています。

地球の道終点

裸足の道

間伐材の活用事例「アトリエ・バンライ」
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J- クレジットが注目される理由
「パリ協定（世界の平均気温上昇

を産業革命以前に比べて 1.5℃に抑
える努力をする）」や「地球温暖化
対策推進法（温室効果ガスの排出量
を削減するための自治体・事業者な
どの責任と取組を定めた法律）」な
どにより、世界的に脱炭素への動き
が活発化してきました。

企業や自治体においても、温室効
果ガス排出量の削減・吸収を求めら
れています。しかし、事業内容に
よってはこの実現が難しいケースも
あり、温室効果ガスの排出を埋め合
わせる取組として「J- クレジット制
度」があります（図 1）。

J- クレジット制度の利用によっ
て、企業や自治体単体では不可能な

環境問題への取組も、社会全体で実
現できるようになります。

このようなことから、J- クレジッ
トが注目されています。
J- クレジット制度とは

J- クレジット制度とは、省エネ
ル ギ ー 設 備 の 導 入 や 再 生 可 能 エ
ネ ル ギ ー の 活 用 に よ る CO2 の 排
出 削 減 量 や、 適 切 な 森 林 経 営 に
よる CO2 の吸収量を、「クレジッ
ト」として国が認証する制度であ
り、 環 境 省・ 経 済 産 業 省・ 農 林
水産省により運営されています。 
　本制度を活用してクレジットを創
出し、また、創出されたクレジット
の活用を通じ、地球温暖化対策への
積極的な取組の PR を行うことや、
クレジットを企業等へ売却すること

で、売却益を得ることができます。
森林由来 J- クレジットの動向

森林管理プロジェクトは 2025 年
3 月 末 ま で で、 登 録 件 数 261 件、
認証量 139.6 万ｔ -CO2 となってお
り、2023 年から、公有林等を中心
に大規模プロジェクトが急増する傾
向にあります。県内では、相模原市
の公有林、伊勢原市内の企業有林で
登録があり、県森連のプロジェクト
が 3 件目です。

クレジットの販売については、全
体的な取引の実績は公表されていま
せんが、東京証券取引所における
カーボン・クレジット市場の売買状
況では、森林吸収系J-クレジットは、
他のクレジットより高値で取引され
ています。

森のニュース２
神奈川県森林組合連合会の森林由来 J- クレジット創出
の取組～カーボンニュートラル社会の実現に向けて～

神奈川県森林組合連合会神奈川県森林組合連合会

図１　J クレジット制度の概要（林野庁 HP)
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これは、森林吸収系 J- クレジッ
トに生物多様性保全、地域経済への
貢献、環境 PR 効果といった価値が
付加されることによるものと考えら
れます。
県森連の取組の経緯

県森連では、管理森林の新たな価
値を生み出すため、令和 5 年度から、
J- クレジットの導入に向けた検討を
開始しました。

当該森林は、県の水源環境保全・
再生施策により、森林の集約化や森
林経営計画に取り組むなど様々な条
件が整っており、初期費用を比較的
低く抑えられること、県内森林組合
や私有林をリードする立場として森
林の新たな価値創出に向けた取組を
率先して行う必要があることなどか
ら、J- クレジットの創出に取り組む
こととしました。
県森連のプロジェクトの概要

プロジェクト実施地は、箱根町
の芦ノ湖周辺に位置する 148.78ha
のスギ・ヒノキ林で、林齢は 70 ～
100 年生が主体です（図 2）。

森林経営活動 FO001 で 16 年間
のプロジェクト登録を行いました。

クレジット創出量について、現在
森林経営計画のデータをベースに
16 年間で 5,404 ｔとしています。
今後、モニタリング、検証を経て正
確な数値を算定しますが、全面積の
航空レーザー測量のデータを解析し
算定すると 8,959 ｔになる見込み
です。

県森連のプロジェクトの特徴は、
私有林を対象に集約化したこと、コ
ンサルティング企業を介さず、森林
の管理者自らがプロジェクトを遂行
することで、クレジット収入を制度
本来の目的である適切で持続的な森
林管理に充てられる割合が大きいこ
と、他県に比べて実施地へのアクセ

スが良く、購入者がプロジェクトに
よる森林整備への貢献を確認し易
く、森林整備体験等も実施し易いこ
とです。
クレジットの販売について

複数の方々から購入に関するお
問い合わせをいただいていますが、
確定的ではないので、今後クレジッ
ト販売に向けた営業を強化してい
く予定です。
J- クレジットの創出・購入に関心の
ある方へ

神奈川県内の森林は、水源環境保
全・再生施策により、クレジットの
創出に必要な森林整備の実績があ
ること、航空レーザー測量のデータ

が整備されていることなどにより
創出に係る条件が比較的整ってい
ます。また、他県に比べて地元企業
が多く、クレジット販売に関わる
条件にも恵まれていると思います。

県森連は J- クレジットの普及に
向けて支援等の取組を強化してい
きます。

J- クレジットの創出・購入に関す
るご相談は、総務指導課までご連
絡ください。

電 話 番 号：
0463-88-6767

ホームページ
　https://www.　　
kenmoriren.jp/

図２　県森連のプロジェクト実施地位置図

箱根

芦ノ湖

湯河原

集材　長尾

芦ノ湖　大峯

下刈後　細沢

作業道　細沢

　https://www.　　
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＜鎌倉市の概要＞
　「鎌倉」といえば、皆さんご存知
のとおり、「三方を山に囲まれ、一
方が海に開く」という地形をしてお
り、源頼朝が幕府を開いた鎌倉時代
から、今日もなお変わらない都市構
造を維持しています。

本市の樹林地は、昭和 30 年代後
半から 40 年代にかけて、「昭和の
鎌倉攻め」と言われる宅地開発でそ
の面積は激減しましたが、その後、
様々な法の指定や制度の適用等に
よって、首都圏に近い立地条件にあ
りながら、現在も市域の３割程度の
樹林地を保全しています。
＜樹林地の現状と課題＞

市域の樹林地のうち８割以上が広
葉樹林で、その多くは、以前は薪や
炭に利用するために定期的な管理が
行われていました。生活様式の変化
によってその利用がなくなり、長期
間手入れがされなくなった樹林地で
は、現在、次のような課題が生じて
います。
①急峻な地形に加え、樹木の大径化、
高齢化伴う倒木や土砂崩れの発生
②ナラ枯れの発生
③林内環境の悪化による生物多様性

等の森林が持つ諸機能の低下
近年では、激甚化する気象災害へ

の備えとして、公有林だけでなく民
有林においての維持管理の必要性が
重要視されています。

＜森林環境譲与税の使途＞
本市における森林環境譲与税の使

途は、次のとおりです。
①民有緑地維持管理助成事業
②市民の身近な森づくり事業
③緑政業務支援 GIS 保守業務委託

今回は、この中から、事業費の一
部に森林環境譲与税を活用している

「市民の身近な森づくり事業」につ
いて紹介します。
【市民の身近な森づくり事業とは】

本市では、緑の基本計画を実現す
るうえで特に重要と考えるテーマを
設定し、重点的に実施するものを
リーディング・プロジェクトとして
います。本事業は、そのテーマの一
つである「緑の質の向上」の実現に
向けた取り組みです。対象地は、手
入れ不足により荒廃が進む恐れのあ
る特別緑地保全地区及びその候補地

市域面積：3,966ha　森林面積：1,279ha（令和６年度版鎌倉の統計より）

　                                                                                                      
森林環境譲与税の取組　森林環境譲与税の取組　

【鎌倉市】【鎌倉市】「緑の質を高める緑地の整備」「緑の質を高める緑地の整備」
～市民の身近な森づくり事業について～～市民の身近な森づくり事業について～

常盤山特別緑地保全地区　保全管理計画（抜粋）　　
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の樹林地や竹林で、伐採や枝払い、
下草刈り等の維持管理作業とモニタ
リングを実施しています。

令和６年度の事業対象地である常
盤山特別緑地保全地区では、平成
21 年度から緑の質の向上を図るた
めの作業を継続しており、令和５年
度には、これまで実施してきた維持
管理の手法や結果を踏まえ、当地区
の保全管理の考え方及びそれに沿っ
た管理方針や作業方法を示した保全
管理計画を作成しています。 当地
区全域での樹林管理の方針として
は、森林の維持管理作業や更新等に
より、生物多様性の保全を図るとし
ている点から、これまで実施した事
業や現地踏査及び既存の調査結果を
基に、５つのゾーン及びゾーン毎の
目標林型を定め、優先順位をつけて、
年次計画を立てています。 

当地区の将来像を示し、その管理
方針や手法を定めることで、今後も
一貫した作業が可能となり、市民ボ
ランティア等との連携・協力を得て
作業をする際には、目標の共有化を
図ることができます。
【令和６年度の事業概要】

竹（モウソウチク）が密生した竹
林において伐採を実施し、竹の密度
が適正に保たれた明るい竹林とする
ことを目標に事業を実施しました。
なお、整備内容の決定においては、
事前に森林協会及び神奈川県の職員
と共に現地踏査を行い、伐採する竹
の選定基準や新設する径路の配置に
ついて助言をいただきました。

①	 伐採する竹の選定基準
　主に枯れたり、折れたり、動物等
による被害を受けた生育不良の竹を
選定しました。年数を経て稈が黄色
く変色した老齢竹も伐採の対象とし
ましたが、それらは一度に伐採はせ
ずに、徐々に入れ替えることとして
一部は残しました。目安としては、
残す竹１本に対し近接する竹（おお
よそ半径１ｍの内に入る竹）を伐採
の対象としました。

②竹柵工について
竹柵工は、斜面の土砂の流出など

を防ぐ目的で設置しています。伐採
した竹を用いて作成し、主に新設径
路の谷側に設置して、斜面が崩れる
ことを防ぎます。また、径路との間
に形成されるポケット部に土砂や落
葉等が堆積することで新たな生息環
境を創出し、多様な生物の保全に寄
与することも期待しています。

③竹筋工について
竹筋工は、斜面を流れる雨水の分

散を図り、地表面の浸食を防ぐ目的
で設置しています。伐採した竹を用

いて作成し、等高線に沿うように（斜
面に平行に）設置しています。横
木にする竹は、６～ 8 等分に割り、
径 0.15 ｍ～ 0.2 ｍ程度に束ねるこ
とで、小動物のすみかになる効果も
期待しています。

【モニタリングの状況および考察】
現在、トレイルカメラを設置し、

野生鳥獣の採餌等の利用実態調査を
実施しています。調査の総括は今後
行うところですが、これまでにタヌ
キやノウサギ等の利用を確認してい
ます。既存の調査報告では、当該地
付近で確認されたのは、タイワンリ
スのみであり、また、当地区で確認
された哺乳類としては、モグラ、ア
カネズミ、タイワンリスの３種で
あったことを踏まえると、この整備
が野生動物の利用に適した環境を創
出する効果を持つと考えられます。

引き続き、維持管理作業とモニタ
リングを実施し、当該地の緑の質の
向上に努めて参ります。

（都市景観部みどり公園課みどり担
当　早津宏美）

タヌキ

ノウサギ

竹柵工

竹筋工

（施工後）

（施工前）

（施工面積）約 0.04ha　※対象竹林面積は
約 0.6ha

（主な整備内容）・竹伐採：220 本　　
・倒竹除去：160㎡・枯木の伐採：  ７本
・径路新設：40m・竹柵工設置：20m　
・竹筋工設置：30m



7

川崎市は神奈川県の北東部に位置
し、東側は多摩川を挟んで東京都と、
西側は横浜市と隣接しており、面積
約 144km² の市域に人口約 156 万
人が暮らしています。7 区の行政区
を持ち、北西部の一部丘陵地を除い
て起伏が少なく、比較的平坦な地形
です。

地理的条件に加え、市域を分断す
る形で通過している鉄道、道路網と
相まって南東部（臨海部）の工業
地域と、北西部（内陸部、丘陵部）
の住宅地域という性格の異なった
地域から形成されている川崎市は、
2024 年に市制 100 周年を迎え、歴
史的な節目として多くの方々に改め
て川崎を「知って、関わって、好き
になって」いただけるよう、市民・
企業・団体の皆様とともに記念事業
を展開してまいりました。
　100 周年記念事業の中でも象徴
的事業である「第 41 回全国都市緑
化かわさきフェア」を、北部の生田
緑地、中部の等々力緑地、南部の富
士見公園の３つの総合公園を中心
に、全国で初めてとなる秋と春の２
期にわたって開催しました。開催に
合わせ市内産約７万株、県内産約

９万株など、合計約 35 万株の花等
を調達し、また、小中学校等の多様
な主体との連携により、フェア会場
をはじめ、市内全域にて協働による
花づくり・花かざりの取組を行いま
した。

　また、同フェアと連携し、新たな
公共空間の活用として市役所通りに
木材を活かした空間を構築する「市
役所通りパークレット※化プロジェ
クト」を立ち上げ、パークレットの
製作にあたって全国各地の林産地と
連携を行いました。同フェア開催中
は様々なデザインのパークレットが
設置され、多くの方に楽しんでいた
だきました。
　2025 年 7 月には、パークレット
化プロジェクトをはじめ、麻生区新
百合ヶ丘駅前のペデストリアンデッ
キ下柱の木質化を行い、空間のイ

メージアップ及び環境美化に寄与し
た事業者や、市内全 7 区で開催し
たこども向けの「やさちぃきのひろ
ば」において、紙芝居により「木材
利用の意義」を伝える新しい仕組み
を提案し各会場で実施した団体へ、
市内における木材利用促進協力への
感謝を込めて、市長が「木の感謝状」
を贈呈しました。

2019 年に創設された森林環境譲
与税については、保全緑地の育成や
整備、小学校の校舎など、公共施設
の木質化や民間施設の木質化支援な
どに活用しており、2024 年には脱
炭素モデル地区である「脱炭素アク
ションみぞのくち」の取組として、
JR 武蔵溝ノ口駅南北自由通路の木
質化を行いました。なお木質化の一
部には、新たに設置する観葉植物の
鉢カバーの材木として、北西部に位
置する生田緑地でナラ枯被害にあっ
た木材を活用しています。（川崎市
経済労働局都市農業振興センター農
業振興課）
※パークレット：路肩等に滞留・休
憩施設や緑化等多様な機能をもたせ
る空間の設置

第 41 回全国都市緑化かわさきフェア　
秋・富士見公園

JR 武蔵溝ノ口駅改札前の木質化

わわが市わが町　　が市わが町　　川崎市川崎市

～市制１００周年を迎えた花あふれるまち～　～市制１００周年を迎えた花あふれるまち～　
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「ウッドコンシェルジュ三代目」
の社名の由来は、「Wood= 木・木材」
と「Concierge ＝顧客の要望に応え
る人」の造語です。ウッドコンシェ
ルジュとして、地域資源である森林
や木材をどのように有効活用するか
を日々考えております。
　事業開始のきっかけは、元々、祖
父の時代から続く材木屋で働き始め
たのがきっかけでした。ただ、実際
に材木屋を手伝い始めて感じたこと
は、木材業界の衰退に対する危惧で
した。
　世間ではホームセンターの台頭に
より、材木屋や金物屋の廃業が進ん
でいく中で、祖父が作った材木屋も
同じ状況でした。

現状の業務形態では、衰退の一途
を辿ると考え、木材販売以外ででき
ること、また業界そのものの価値を
上げる戦略はないか？と考えた結論
が、一般層に対する木材利用の普及・
啓発活動でした。

その中で出会ったのが、「木育」

という森林や木材に関する教育業で
した。木育の定義は様々ありますが、
当社の中では、一人でも多くの方に
木の温もりを感じてもらい、木に親
しみを持ってもらうこと。そして、
木が私たち日本人にとって、特に子
供達の心の成長のため、大切な存在
であることを感じてもらう学びとし
て、今後、力を入れるべきだと考え、
活動を始めました。
【木育に関する活動内容】
①保育園・幼稚園への木育課外授業

②小学校・中学校での環境学習のサ
ポート相談
③公共施設・商業施設での木育イベ
ント開催
④木育に関する塾運営

①保育園・幼稚園への木育課外授業
現在はこども園に赴き、年長さ

ん を 中 心 と し た 木 育 授 業 を 毎 週
行っています。木を五感で感じて
もらい、日常生活に木を取り入れ
てもらえるよう、おもちゃや生活

①保育園・幼稚園への木育課外授業

かながわの森林で活躍する人たちかながわの森林で活躍する人たち

～モノ売りからコト売りの転換～～モノ売りからコト売りの転換～

ウッドコンシェルジュ三代目合同会社ウッドコンシェルジュ三代目合同会社



9

雑貨を作る時間を提供しています。
木育授業で大切にしていることは、
木で遊ぶこと、モノを作ることをシ
ンプルに楽しんでもらうこと。幼少
期より木に親しみを持つことで「木
離れ」の解決になると考えます。
またその延長で卒園制作の依頼もあ
り、木に親しみを持つことが園全体
に浸透していってくれていることを
実感しています。
②小学校・中学校での環境学習のサ
ポート相談

現在の小学校・中学校では総合的
学習の時間において、SDGs や環境
について学ぶ機会が増え、考えるだ
けでなく、実際に行動する授業スタ
イルが増えてきています。その中で、
子どもたちは木に興味関心がないわ
けではなく、木に興味関心を抱く機
会が少ないことだと感じます。神奈
川県の水源について学ぶことで、水
がどのように流れてきて、森はどん
な役割をしているのかということ
に、子どもたちは興味関心をいただ
くようになります。また、日本の杉・
桧を使うことや、水源林の木を活用
したモノづくりを実現するためには
どうすればいいかの相談もあり、先
生にアドバイスをさせていただいて
おります。
③公共施設・商業施設での木育イベ
ント開催
　最近では、DIY ブームの背景もあ
り、公共施設（公民館や市役所施設
など）で親子参加型の木工教室の依
頼が増えております。ただ、その中
でモノづくりだけではなく、森林や
水源についての学びも含めて、県

民・市民の方々に木材利用の重要性
を伝えていく依頼内容が増えており
ます。
④木育に関する塾運営
　こども園での課外授業を行う中で
小学生になっても木育を学び続けた
いという声が増えてきたため、開校
しました。普段は木育や木工を行い
ますが、特別授業として、林業見学
ツアーをはじめ、木材業に関わる職
業への興味関心を親子で持ってもら
う内容を行う予定です。
【終わりに】

私自身が木材業界に働き始めた
当時は、建築材や土木などの木材
販売等の「モノ売り」が主軸でし

た。しかしながら、時代の移り変
わりとともに、これからの森林づ
くりの活動においては、「モノ売
り」から森林や木材に関する知識や
体験といった「コト売り」への転
換が大切になってくると感じます。
　ただ、いますぐに、また一人の力
では森林は守れません。しかし、一
人でも多くの子供たちが森林の現状
を認知し、森林を守る大切を考え始
めたら、50 年後の豊かな森林づく
りに繋がると考えます。そう信じて
これからも活動し続けていきます。

（ウッドコンシェルジュ三代目合同
会社　代表社員　佐々木友路）

③公共施設で の木育イベ ント

④木育塾の写真
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１　「令和８年度県森林林業施策・予算に関する要望
事項」に係る県と市町村担当者の打合せ会議開催

令和 7 年８月 27 日、厚木市内アミューあつぎ 606
号室において、県 13 名、要望市町村担当 16 名が参
加して、相互ヒアリング方式で 26 項目の要望内容に
ついて双方の認識共有化が図られました。要望は昨年
度に引き続き水源環境保全・再生施策に係る事項が
11 項目と最も多く、また、森林法に基づく届出制度
等の事務改善、保安林指定の見直し、森林関係事業の
積算に係る県システムの市町村への導入などが新たに
要望されました。

また、市町村間の情報交換として、森林協会サポー
トセンターが仲介した交流もあり、市町村が抱えてい
る個別課題対応に向けたヒントを得る場としても活用
されました。当協会としては、こうした交流の場を設
定することの有効性を強く認識し、次回以降の開催に
役立てていきたいと考えます。
２　令和８年度治山事業及び林道事業についての要望
書の手交

令和７年９月 10 日、財務省・農林水産省において、
９都県から構成される関東甲静地区治山林道協会連絡
協議会（理事長：石井邦一）から、財務省に対して林
野公共予算の確保、小坂林野庁長官に対して、気候変
動下における国土強靭化対策等の治山林道事業に関す
る 12 項目の要望書を手交しました。

３　令和７年度第 2回理事会の開催
日時　令和７年 10 月 27 日　10：00 ～
場所　厚木商工会議所 3 階 303 会議室

　議事
（１）議案第１号　令和７年度神奈川県森林協会事業
及び収支経過状況について

（２）議案第２号　令和８年度神奈川県森林協会会費
賦課（案）について
議案は原案通り承認決定されました。

４　かながわ市町村林政サポートセンターによる研修
会の開催
（１）令和７年度森林計画研修
　令和７年７月 25 日、足柄上合庁において県森林再
生課と共催で森林計画研修を開催しました。参加者は
20 名。初めに森林計画の概要の説明があった後、伐
採及び伐採後の造林の届出の解説、森林経営計画の解
説と盛りだくさんの内容でした。伐採及び伐採後の造
林の届出に関しては市町村の皆さんからは、実際の処
理についての具体的な質問が多くあり、普段抱えてい
る悩みの解消になったのではないかと思います。
（２）令和７年度QGIS 研修

令和７年８月８日、神奈川工科大学ＩＴエクステ
ンションセンターにおいて、QGIS 研修を開催しまし
た。参加者は 22 名。午前中は喜多講師による QGIS

事務局便り
INFOMATION

林野庁長官への要望説明

第 2 回理事会の様子
要望打合せ



の基本操作について、午後は和田講師による写真や
GNSS 測量データの取込みを行いました。基礎的な
知識を習得し、実践的な実習ですぐ明日から使える
技術を身に付けることに役立つ研修となりました。　　

（３）令和７年広葉樹利活
用研修
　令和７年 9 月 5 日、横
浜情報文化センター６階
情文ホールにおいて県森
林再生課と共催で広葉樹
利活用研修を開催しまし
た。参加者は 8 市町 11 名、
5 県 所 属 24 名、8 組 合
12 名、木造・木育アドバ
イ ザ ー 16 名、 事 業 体 等
17 名、ボランティア等 38 名　計 118 名でした。

㈱モリアゲ代表 長野麻子氏による「里山広葉樹林
の利活用を通じた再生に向けて」、富山県西部森林組

合 代表理事組合長 森松亮氏による「里山広葉樹林の
更新と利用」、神奈川県県央地域県政総合センター森
林保全課 松崎加奈恵氏による「神奈川県における広
葉樹材利活用に向けた取組」、木工アトリエ森侖舎 渡
邉聡夫氏による「地域に密着した広葉樹の木工」の講
義がありました。

その後、長野氏を進行役として「広葉樹林再生、
広葉樹材活用」というテーマでパネルディスカッショ
ンを行いました。会場や Zoom から、富山県西部森林
組合の森松組合長へ、広葉樹施業についての質問が多
く寄せられていました。参加した人たちは広葉樹林が
これまでと違った目で見えるようになったのではない
かと思います。

５　表紙写真解説
「緑の質を高める取り組み～市民の身近な森づくり

事業～」
鎌倉市では、森林環境譲与税を活用し、「市民の身

近な森づくり事業」に取り組んでいます。竹が密生し、
枯れた竹も目立つ竹林において、伐竹やその竹を利用
した土砂流出を防ぐ竹柵工、土壌侵食を抑える竹筋工
の設置及び新たな径路の整備などを実施しました。
整備後は林内に明るい光が差し込むようになり、モニ
タリング用に設置したトレイルカメラでは、これまで
確認されていなかったノウサギやタヌキの姿も捉えら
れています。生物の多様性が保全され、「緑の質の向上」
に寄与する取り組みとなっています。

87 令和 7年 11 月 30 日発行

パネルディスカッションの様子

QGIS 研修の様子

講師の方々


